
震災時の狛江市災害対策本部の態勢（現行）

勤務時間内と夜間・休日で態勢を変更する必要性
が疑問

態勢は、生起した事態に応じて決定するものであ
り、勤務時間内外で区分するものではない。
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風水害時の災害対処の態勢（現行）

※想定している災害は、「警戒態勢」ではなく、「災害対
策本部」で対応すべき事態であり、警戒態勢の意義を整理

つなぎの態勢は不必要で、対策が
必要なら災害対策本部を設置

警戒態勢の中で各部が必要な対策
を実施し、被害が拡大すれば災害

対策本部を設置
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風水害時の狛江市における避難所運営要領(現行)

台風の状況

避難所

運営主体
市職員
（避難所運営協議会の支援を得る
場合あり）

避難所運営協議会、市職員

備蓄品提供 なし あり

発災　　　台風接近 台風通過～離隔

発災前も発災後も「避難所」という名称であり、運営に際して誤解と混乱を招く。
　　　発災前後で名称を変更した方が理解容易

性格は「緊急避難場所」 性格は「避難所(生活の場)」

【名称：避難所】

【狛江市地域防災計画（風水害編）から抜粋、作成】

開
設
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「避難所」と「自主避難所（仮称）」の違い
避　難　所 自主避難所(仮称)

開設の目的
災害により自宅が被災し、生
活が困難な被災者が一定期間
生活を送る場

災害発生前や避難情報発令前
の段階において、不安を感じ
た住民の一時的な受入れ

対象災害 災害全般 主として風水害(台風)

開設の時期 発災時、避難指示等 台風接近時（災害発生前）

運営主体
避難所運営協議会、学校職員
直行職員

市職員（直行職員を主体）

開設期間
被災者が別の場所で生活の目
途が立つまでの間

台風通過まで

備蓄品の提供 あり なし

　各自治体で「自主避難所」「一時避難所」「事前避難所」など名称は様々である
が、考え方は同じ。
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